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ポイント
以下のキーワードの説明が何も見ずに説明

できるようになること。

•母子保健事業（とは何か・・・）

•母子健康手帳（とは・・・）

•乳幼児健康診査（とは・・・）

•保健指導（とは・・・）

•新生児マススクリーニング（とは・・・）

•健やか親子21（とは・・・）

•少子化対策（とは・・・）

これらを一言で表すことはむずかしい、こららで構成されるものが母子保健
である。



説明ができるとは？

キーワードについて、それは何か？○○とは？と問われ
たときに、その概念が成立した理由に注目して

• どのような問題が存在し、

• いつから、

• どこで、

• 誰が関わり、

• どのように、（根拠になることが何かも含め）

• 何を目的として行われているのか

これらが答えられる（書けるようになる）ことです。







•母子保健の歴史



『20 世紀初頭』

• 多くの小児がコレラや腸チフス、赤痢の流行の犠牲

になり、栄養失調も珍しくなかった時代。感染症研

究が進められ、安全な飲み水の確保のため上下水道

の整備が進められた。また、人口動態統計を取るこ

とにより、国民の健康状態を「数」で把握できたの

で、的確な母子保健対策がたてられた。行政面では、

保健所法ができ、厚生省が設置された。



『戦争の時代』

•食料不足が深刻となり小児の発育にも影響した

ので、都市部で米・みそ等を特別配給して学校

給食を実施した。また、健康な子どもを多く

産ませるために産婦に対する健診制度ができ、

「妊産婦手帳」がつくられ、よく行き渡り、活

用された。



『戦後復興の時代』

•戦争中から続く食糧不足が深刻であったので、

都市部の小学校で、まず脱脂粉乳の給食が、続

いて小麦粉を使った完全給食が始まり、1952 年

より全国で実施されるようになった。

•母子保健分野では「妊産婦手帳」が「母子手

帳」に改められ、妊産婦・乳幼児の保健指導や、

乳幼児健診や小児への予防接種が始められた。





『高度経済成長期』

• 経済発展によって国民の生活は豊かになり、栄養状態や

衛生状態が大きく改善された時代。乳児死亡率が顕著に

下がった。行政面では、育成医療や未熟児養育医療、3歳

児健診の公費負担が始まった。農山漁村に母子健康セン

ターが多数設置されて入院分娩できるようになり、妊産

婦死亡率が著しく下がった。

• 母子保健法が制定され、妊産婦健診や 1 歳 6 か月児健診

の公費負担、新生児の先天性代謝異常検査や B 型肝炎の

母子感染防止事業が始められた。



『少子化の時代と今後の課題』

• 少子化が社会問題となった。保育園や学童保育など

の育児支援が強化され、乳幼児の一時預かり施設も

できた。周産期医療施設や不妊専門相談センターな

ども整備された。また、ニーズの地域差に配慮し、

母子保健サービスを実施主体が市町村に移行された。

• 2000 年には、その後の 10 年間の母子保健の課題をま

とめた「健やか親子 21」が策定された。

出典：厚生労働科学研究補助金（子ども家庭総合研究事業）分担研究報告書
平成 15 年度厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業
「多民族文化社会における母子の健康に関する研究」

吉永亜子、牛島廣治 .東京大学大学院医学系研究科発達医科学.



合計特殊出生率 TFR

•（ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ、英：
total fertility rate、TFR）とは、人口統計上の指
標で、一人の女性が出産可能とされる15歳から
49歳までに産む子供の数の平均

•女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の
出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比
較に用いられている。

参考
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html

ここで
疫学



修正を繰り返す出生率予測

注
意













母子保健

• じょうぶな子供を産み，

•健康に育てるという考えのもとに，

•母親（今は父親も含め、親子と称する）と子供の健
康保持と増進をはかること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oujo-att/2r9852000001oumv.pdf



だが・・

•公衆衛生の発展の背景要因に注目してみよう

ここ！
ポイント

アンチ健やか 健やか

何があるだろう？



振り返ってみよう



17世紀イタリアのペスト医師。感染源とみなされていた「悪性の空気」から
身を守るため、全身をガウンで覆い、大量の香辛料を詰めたくちばし状のマ
スクを装着している。当時の治療法は、腫れたリンパ節にヒルをあてがう瀉
血だった。Image: Eugen Holländer/Wikimedia Commons























だが・・

•公衆衛生の発展の背景要因に注目してみよう

ここ！
ポイント

アンチ健やか 健やか

子どもの感染症
死なないけれど
障害が発生する

ポリオ
など
栄養失
調も



1961年 北海道
（著作権 ポリオの会）

http://jigh.org/wp/wp-content/uploads/2015/04/4e9a0ba2491dfdebf5689563327de8ce.jpg








改めて見てみよう



母子保健事業とは

• じょうぶな子供を産み，健康に育てるという考えのもとに，母親と子供の健康保

持と増進をはかること。

• 死亡率の高かった乳児および妊婦の健康管理のため，児童福祉法による母子

保健施策が実施されてきたが，1965年，母子保健法により健康教育の政策が

強力に進められるようになった。

• 保健所が中心機関となり，婚前教育から家族計画，妊産婦および出生後の子

供についての保健知識の普及や指導，健康診断などが行われている。

• 初めは障害をもつ者への保護対策に重点がおかれていたが，現在では予防医

学として健康管理という面に重点がおかれている。



1965年の世相



1965年 発売



母子保健法とは

•母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進

を図るため、母子保健に関する原理を明らか

にするとともに、母性並びに乳児及び幼児に

対する保健指導、健康診査、医療その他の措置

を講じ、もって国民保健の向上に寄与するこ

とを目的として制定された法律である。



母子健康手帳とは
「母子保健法」という法律に基づき、交付
されるもの。

市区町村役場に妊娠届けを出して入手し
ます。妊娠初期からお子さんが小学校に入
学するまでの間の母子の一貫した健康記録
ですから、妊婦健診や健康相談、乳幼児健
診、予防接種、ほか赤ちゃんが病気で受診
するときなどは必ず持参しましょう。

手帳の前半、52ページまでは全国共通ですが、表紙やデザインは市区町村に
よって違い、バラエティに富んでいます。双子ちゃんならそれぞれに子に１冊
ずつ交付されますし、日本在住の外国人妊婦さんのために、英語やハングル語
などが併記された母子健康手帳も実はあります。ちなみに母子健康手帳の歴史
は昭和17年に創設された「妊産婦手帳」までさかのぼれます。一貫した母子の
記録というアイディアはとてもよいということで、現在はアジアの他の国で取
り入れているところもあります。



•１９４２年に始まった「妊産婦手帳」が母子健
康手帳の原形。

•市町村が作成し、厚生労働省令による全国共通
部分と、市町村の判断で内容を作る部分がある。

•おおむね１０年ごとに大きく見直される。

母子保健法に基づき、妊娠の届け出をした者に都道府県知事が交付する手
帳。妊産婦や乳幼児の健康を保護する目的のもので、妊娠・出産の状況や、
乳児の発育状態などを記録する。母子手帳。



乳幼児健康診査とは

•母子保健法（昭和40年8月18日法律第141号）
第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼
児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳
幼児健診とも称される。

•よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされてい
る場合があるが、この場合正しくは「健診」で
ある





「赤ちゃん」の定義
• 母子保健法は、出生からの経過期間によって赤
ちゃんを次のように定義する。

• 新生児：出生後28日未満の乳児

• 乳児：一歳に満たない子供

• なお、新生児の中でも出生後7日未満の乳児を特
に「早期新生児」と呼ぶこともある。また、生
まれて間もない赤ちゃんのことを嬰児（えいじ、
みどりご）と呼ぶこともある。

• 「赤ちゃん」の語源は、新生児が多血症気味と
なり、皮膚色が赤く見えることにある。これは、
分娩の際に陣痛の圧力で胎盤内の血液が新生児
の体内へ絞り出されるためである。



人生の最初の1000日

人間の誕生から

おおよそ2歳の誕生日までの期間

最適な健康、成長、そして生涯にわたる神経発
達の基盤が確立されるときのユニークな機会と
される



乳児死亡率
（Infant 
mortality）

年間の1000出産当たりの生後1年未満の死亡

数。

疫学では公衆衛生指標として非常に重視されてお

り、途上国ほど高くなる傾向がある。

周産期死亡率 -妊娠22週から出生後7日未満

（周産期）の死亡率

新生児死亡率 -生後4週間未満（新生児の死亡

率

乳幼児死亡率 - 5歳までの死亡率

国際連合ミレニアム開発目標では、1990年から2015年までに乳幼児

死亡率を3分の2減少させる（Target 4.A）とした。結果として1000人

あたり90から43まで減少し、この目標は達成されている。





乳幼児
健康診査

•母子保健法（昭和40
年8月18日法律第141
号）第12条及び第13
条の規定により市町
村が乳幼児に対して
行う健康診査のこと

注 検診ではない！健診だ



検査年齢

乳児（1歳未満）

1歳未満の乳児 （母子保健法に規定なし）

身体発育状況 体重と身長

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

皮膚の疾病の有無

眼・耳・歯及び口腔の疾病及び異常の有無

四肢運動障害の有無

精神発達の状況

言語障害の有無

予防接種の実施状況

育児上問題となる事項

その他の疾病及び異常の有無 （発達神経学的検査など）

乳幼児
健康診査

法定外

1歳未満

1、 ３・４、１０か月に行う

４・７・１０Ⅿは発達神経学的チェック適月

KEY MONTHといい、異常を発見しやすいという

異常の















予後予測

• スコアリングシステムを利用し、在胎37-42週であれば在胎週数別
にスコア化することができます。また表には載っていませんが、
各項目での反応には、column1-5に分類されており、column1から4
に進むほど成熟していることを示し、column1と5は異常な反応と
されています。

• ちなみに正常な満期産児224人の結果から設けられている基準は、
34点満点中30点未満をフォローアップの対象としています。

しかしながら、大城らの研究では、34点満点のうち早産児のほとんどが30点

未満であることが確認されています。Dubowitzによる早産児を対象とし
た研究でもスコアの平均は26.4点であり、今後、早産児のデータを蓄積し新
たな基準を設ける必要があると報告しています。



しかし、

母子保健施策は順調に行っ
たとは言えない



若干迷走







対象者へ
の周知方
法は？

実施対象者の把握及び周知徹底

(1) 実施対象者の把握

市町村は、住民票等により対象者を把握

する。

(2) 周知徹底

市町村は、各種の広報機能を利用する

とともに、母子保健推進員、愛育班

等の積極的な協力を求め、あらかじめ診

査の趣旨及び期日又は期間、場所その他

る。必要事項についての周知徹底に努める。



健康診査の担当者の編成

•健康診査は、十分な経験を有し、保健医
療に習熟した医師、歯科医師、助産師、
保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生
士及び心理相談を担当する者等により実
施することとする。



1歳6か月児健康診査 目的（1半～２）

• 幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等発達の

標識が容易に得られる1歳6か月児のすべてに対して健康診

査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害、精

神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な

指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、

生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関

する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図る

ことを目的とする。



健康診査の種類（1半～２）
(2) 健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。

(3) 実施対象者

• ア 一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満1歳6か月を超え、満2歳に
達しない幼児とする。

• イ 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等
の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、
次のいずれかに該当するものとする。

(ア) 身体面については、それぞれの診療科を標ぼうしている医師に委託する
ことが妥当なもの。

(イ) 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当
なもの。



3歳児健康診査の目的（３～４）

幼児期において幼児の健康・発達の個人的差異が比較的明らかに

なり、保健、医療による対応の有無が、その後の成長に影響を及

ぼす3歳児のすべてに対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、

発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な

指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の

予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、

もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。



健康診査の種類
• 健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。

(3) 実施対象者

• ア 一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満3歳を超え、満4歳に達しな
い幼児とする。

• イ 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等
の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、
次のいずれかに該当するものとする。

• (ア) 身体面については、それぞれの診療科を標ぼうしている医師に委託するこ
とが妥当なもの。

• (イ) 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当な
もの。



検査年齢

幼児（1歳6か月～2歳）

診査項目

1歳6か月を超え満2歳までの幼児（母子保健法施行規則第2条第1項）

身体発育状況

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

皮膚の疾病の有無

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

四肢運動障害の有無

精神発達の状況

言語障害の有無

予防接種の実施状況

育児上問題となる事項

その他の疾病及び異常の有無

乳幼児
健康診査

法定

1歳6か月を超え
満2歳まで



満3歳を超え満4歳に満たない幼児（母子保健法施行規則第2条第2項）

身体発育状況

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

皮膚の疾病の有無

眼の疾病及び異常の有無

耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

四肢運動障害の有無

精神発達の状況

言語障害の有無

予防接種の実施状況

育児上問題となる事項

その他の疾病及び異常の有無

乳幼児
健康診査

満3歳を超え
満4歳まで

法定















乳幼児健診に求められる意義と機能

• １）健康状況の把握

• 個別の対象者の健康状況だけではなく、地域の健康状況を把握する意
義がある。

• ２）支援者との出会いの場

• 健診の場は、対象者が一方的に指導される場ではなく、健診に親子が
参加し、地域の関係機関の従事者と出会い、支援を円滑に開始するため
に活用される意義がある。

• ３）一貫した行政サービスを提供するための標準化

• 健診の従事者は、時代による健康課題の変遷とともに、医師・歯科
医師、保健師・助産師・看護師、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士、さ
らには心理職や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士など
多くの職種が参加してきた。そして子育て支援に重点を置いた健診にお
いては、保育士や地域住民の子育てボランティアなどの参加につながり、
受付の事務員も交えた多面的なアプローチと密な情報共有が求められて
いる。



(母子）保健指導とは



ここで

新生児スクリーニング検査に
ついてじっくり見ておこう



新生児マススクリーニング

https://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no82/con01_03.html









枯草菌
（こそうきん、Bacillus subtilis）

•土壌や植物に普遍的
に存在し、反芻動物
やヒトの胃腸管に存
在するグラム陽性の
カタラーゼ陽性の真
正細菌である。片仮
名表記ではしばしば
バチルス・サブティ
リスかバシラス・サ
チリスが使用される。

枯草菌は素早く適時に環境ストレスに対応
するため、シグマ因子などの環境ストレス
応答機構を有する。この応答機構により熱、
酸、塩基、エタノール、およびグルコース
やリン酸の飢餓に耐性を示す



イネ枯草菌

• 藁などの枯れた草（特にイネ科草本の枯死した茎葉が多く用いられる）を水
に浸けて煮沸すると、ほとんどの微生物はその熱によって死滅するが、枯草
菌の芽胞は高い耐熱性を持つため生き残る。その後、浸出液を放置すると芽
胞が発芽して、枯草菌が優占して繁殖する。枯草菌は好気性であるため浸出
液の液面で増殖し、また菌膜（バイオフィルム）を産生して液面を覆うこと
が多い。この現象は、ルイ・パスツールが白鳥の首フラスコによる実験で微
生物の自然発生説を否定した後、ジョン・ティンダルによってその例外的な
現象として発見された。

• この性質を利用して自然環境から枯草菌を分離することが可能である。また
稲わらを用いた伝統的な納豆は、煮沸した稲わらを使って煮た大豆を包んで
製造するが、これは煮沸によって雑菌が死滅し、枯草菌の一種である納豆菌
（Bacillus subtilis var. natto）の芽胞だけが生き残る性質を利用したものである。







• 先天代謝異常症の早期発見・早期治療に貢献してきたガスリー法ですが、

現在我が国ではこの枯草菌を用いたマス・スクリーニング法は用いられな

くなっています。ガスリー法に代わる新しいスクリーニング法として用い

られているのが、タンデム・マス試験です。アミノ酸などの低分子代謝物

の測定方法として近年急速に進歩した技術に質量分析法（マス・スペクト

ロメトリー）があります。代謝産物の質量（重さ）を非常に正確に測定す

ることで、その物質が何であるかを決定するのが質量分析機です。タンデ

ム・マスの「マス」は、マススペクトロメトリーを指し、「タンデム」は

質量分析機を2台直列に繋いだ測定装置を指します。この検査法は、米国で

1990年代に開発が進み、我が国では福井大学の重松陽介教授が1977年にタ

ンデム・マス試験を用いた新生児スクリーニングのパイロット研究を開始

しました。その後、島根大学の山口清次教授が改良しています。









•先天的な疾患であっても、
実は対応策があるものが！





健やか
親子21

「健やか親子２１（第２次）」における標準的な問診項目の活用

「健やか親子２１（第２次）」における考え方のひとつに、健康の

社会的決定要因の考え方がある。個人と社会とのつながりや子

どもの健康課題の格差の存在といった、従来の乳幼児健診

の考え方からの大きな変革が求められる。

「個から個」に加え、これからは「個から社会へ」「社会

から個へ」そして「集団と社会」という見方で問診項目を

捉える必要がある。

「健やか親子２１（第２次）」においては、「健康行動の指標」

や「健康水準の指標」の中のいくつかを、乳幼児健診の標

準的な問診を用いてモニタリングすることとした。これら

の項目は、個の状況の把握や保健指導、さらにポピュレーション

アプローチとしての健康教育として重要である。

同時に、問診結果の市町村の集計値を都道府県が把握し国に報告す

ることによって、市町村や都道府県、国の評価につなげることがで

きる画期的な試みである。



健やか親子２１とは・・・

●21世紀の母子保健の主要な取組の方向性や目標・指標などビジョン
●関係者、関係期間・団体が一体となってその達成に向けて取り組む母子保健
に関する国民運動計画（「健康日本２１」の一翼を担うもの）

●平成13年から開始
（当初は10カ年計画だったが計画期間を見直し4年延長（平成26年まで）

2015年～

策定 第１回中間評価 第２回中間評価 最終評価
第２次スタート

次期計画策定

2001年 2005年 2009年 2013年

課題１
思春期の保健
対策の強化と
健康教育の推進

課題２
妊娠・出産に関する
安全性と快適さの
確保と不妊への支援

課題３
小児保健医療水準を
維持・向上させる
ための環境整備

課題４子
子どもの心の安らかな
発達の促進と育児不安
の軽減

４つの主要課題



少子化対策

• 内閣府では、少子化社会対策大綱に基づき、『結

婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会』の実現の

ために、会議・検討会等を通じ幅広い視点から検

討を重ねながら、あらゆる施策を推進している。

• 少子化対策: 子ども・子育て本部 -内閣府

• https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/index.html



ある視点

2017年、フランス

先進国の中でも高い合計特殊出生率1.88

その6割が、結婚していない親からの出生。

日本とは異なる視点の家族政策で先進し、少子化対策の効果を上

げているフランス。『子どもの人権を尊重する』『子育てを社会

が支援する』ー欧州で多く語られるこれらの理念が、どう政策に

落とし込まれているのか



PACS（民事連帯契約）

• 2017年、フランス国内での子どもの出生数は76万7000人で、合計特殊出生率は1.88だった。

• 2014年の2.0人から減少傾向にあるが、依然として先進国の中でも高い出生率を保ってい

る。

• 76万7000人のうち6割が、結婚していない親から出生した子どもだった。しかしそれらの

親たちは片親ではない。結婚はしていないが、同居し、カップルとして共同生活を営んで

いるのだ。

• 多くはPACS（民事連帯契約）という、結婚よりも制約の緩いパートナーシップ契約を結ん

でいる。が、行政書類では、このパートナーシップ契約は子の出生届と紐づけされていな

いため、PACSカップルの子は統計上「婚外子」と扱われてきた。フランスで「婚外子」

の割合が高くなっている背景には、このような世帯登録システムがある



子どもは結婚した夫婦から生ま
れるもの

• 「日本の法律には、『子どもは結婚した夫婦から生まれる

もの』という前提があります。

• そのため、未婚の親から生まれた子を持つ世帯では、補助

や公的支援を受けるのに、より煩雑な手続きを踏む必要が

ある。

• 結果として、婚外子は不利益を受けてしまいます。『でき

ちゃった婚』が多いのも、そんな理由があるからでしょ

う」



•それだけ「結婚」と「子どもを持つこと」の結

びつきが強い日本では、非婚化はそのまま、少

子化に繋がってしまう。

•しかし、フランスでは結婚なしに子どもが増え

ている。その背景にはどのような制度や社会性

があるのか。結婚以外のパートナーシップ制度

が、それを後押ししているのだろうか。





•どんな親から生まれても、子には同じ権
利を。

•「フランスと日本で大きく異なる点は、どこに
あるのだろう？」

•「違いは、子どもの権利の考え方ですね」



いかなる生まれでも子は同等の
権利を有する
•フランスでは1972年より、嫡出子・非嫡出子
の区別なく、「いかなる生まれでも子は同等の
権利を有すること」が法制化された。

•子が生まれて育つことに、親の結婚は関係ない、
とされたのだ。婚外子は1980年代から急増し、
1997年には約40％、2017年には約60％となっ
ている。



親である責任』から逃げる？

• 「子が生まれても結婚しなくていい、となると、『親
である責任』から逃げようとする人が出てきません
か」

• 結婚しなければ親としての役割が強制されない日本で
は、望まない人は「親の責任」から逃れることができ
てしまう。実際、そうして父親に去られた母子家庭を
多く見てきた。

• 「（フランスでは）いや、親は逃げられないんです
よ」



全ての親に養育義務がある（仏）

• 「フランスではまず全ての親に養育義務があり、そして全ての子には
『親を知る権利』があります。父親に『この子の親である』という疑い
がかけられた時、唯一そこから逃れる方法は、遺伝子検査で身の潔白を
証明することしかありません。そしてこの検査を拒むことは、事実上不
可能です」

• 「フランスにおいて、子の『親を知る権利』と『親に守り育てられる権
利』は、親の意志より尊重されるんです」

• 「子は親を選べませんからね。親の選択がどんなものであれ、それが子
の人生に悪影響を及ぼすことは、最大限防ぐべきなんです」



結婚を選ぶカップルは、全体の半数

• どんな親から生まれても、子には同等の権利がある。そこから、

フランスの子育て支援策は「子ども」を軸に制度設計されている。親が失業者で
も移民でも、子が受けられる支援は変わらない。

• 一方、日本の支援策は、親を軸とした制度設計だ。「日本とは発想が逆なんです
ね...」と、両氏は感慨深げに頷く。

• フランスのように「子の誕生＝結婚」とならない社会では、結婚するかどうかは、
純粋に本人同士の希望による。いま若い世代は特に、結婚を望まない人が増えて
いる。その最大の理由は結婚、離婚に日本よりも手間がかかることだ。

• 結婚に際しては、事前の公示・健康診断などが義務付けられ、特別な財産契約を
結ばない限り、遺産相続など配偶者との金銭的な連帯が設定される。離婚の場合
も、友好的な協議離婚ですら、それぞれに弁護士を立てた上で数週間かけて手続
きする必要がある。



結婚の代わり

• そこで結婚の代わりに選ばれているのが、前述の
PACS。結婚より締結も解消も容易で、遺産相続など
将来的な拘束がない。一方、納税や手当受給など、
日常生活に関わる部分では、結婚したカップルと同
様の「世帯」として扱われる。

• 「PACSはもともと、同性カップルに結婚を認めない
ため、代替案として作られた制度です。が、今では
その95％以上が異性間の契約となっています。当初
の狙いとは全く別の使われ方がされている制度なの
です。2013年に同性婚が法制化されてから、PACSと
結婚の割合は同性間でも異性間でも、ほぼ半々で推
移しています」



パートナーシップ契約
•つまりフランスのカップルは同性・異性を問わず、
その半分が伝統的な結婚を、もう半分がより簡略的
なパートナーシップ契約を選択しているということ
だ。

•「セクシュアリティの考え方が柔軟になって、世帯
のあり方も多様になりましたね。父母、父親二人、
母親二人だけでなく、外見は母親でも出生記録は男
性であるとか、男性二人の世帯だけれど届出上は女
性二人世帯であるとか」

•パリ市はそれら全てを公式な世帯登録として受け入
れているという



「世帯」のかたちは17種類
• 多様化する家族のかたちは、市政にどんな影響を及ぼしているのだろうか。

• 「柔軟で先進的な市政ですと、若い人が集まって、税収が増えたりするんでしょうかね？」と、酒井氏は市の財政面から問い

かける。

• 「同性愛者の方は、農村部よりパリの方が心理的に楽、というのはあるかもしれません。が、家族のあり方が多様なのは、フ

ランスのどこでも同じですよ！税収はさほど変わりませんが、書類仕事は増える一方ですね」

• 冗談めかして言った後、ギシャール氏はこう付け加えた。

• 「でも、それが当然なんです。市政は市民の生活に適応するためにある。例えば世帯の多様化に合わせて、パリ市役所の家族

担当局は、局名の中にある「家族」の語を、単数形から複数形に変えました。家族のかたちは一つではない、様々であると認

めている証です」

• 「最新のフランス国勢調査で、「世帯の種類」の回答項目がいくつ用意されたか知っていますか？ 17種類です！それだけ世帯

のバリエーションが公的に認められているということなんです」



どんな子どもでも、平等に認め
られる。

•「子どもの権利」や「多様性」という言葉が、

具体的な政策に落とし込まれているフランス。

どんな家族でも、どんな子どもでも、平等に認

められる。

•子育て政策だけではない。出生率の高さの背景

に、この2点があることは想像に難くない。











Hb公衆衛生学７ 課題

1．母子保健法の制定はいつか

２．母子手帳の開始年はいつか

３. 乳幼児健康診査の開始年はいつか

４．フランスの合計特殊出生率は日本より高いか低いか

５．４．の理由について考えられることを記して下さい。

その他、感想・質問があればどうぞ



コンテンツはここで終了

•お疲れ様でした。

•では、来週（きむあきシリーズは最終回です）

•課題の回答はAAに来週水曜23時30分までにUPし
てください。

•イレギュラーなことがあればa-kimura@paz.ac.jpへ

mailto:イレギュラーなことがあればa-kimura@paz.ac.jp

